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で
調
査
し
ま
す
。

◆
調
査
項
目

 

・
世
帯
員
に
つ
い
て

　
「
男
女
の
別
」「
出
生
の
年
月
」

「
配
偶
の
関
係
」「
従
業
地
ま
た

は
通
学
地
」
な
ど

 

・
世
帯
に
つ
い
て

　
「
世
帯
員
の
数
」「
住
居
の
種

類
」「
住
宅
の
建
て
方
」
な
ど

◆
調
査
の
方
法

　

調
査
員
が
全
世
帯
を
訪
問
し
、

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
の
利

用
案
内
」
を
配
布
し
ま
す
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
な
い
世
帯
に
は
、

調
査
員
が
再
度
訪
問
し
て
手
書

き
用
調
査
票
を
配
布
し
、
回
収

し
ま
す
。

　

調
査
員
を
は
じ
め
と
す
る
国

勢
調
査
へ
の
従
事
者
に
は
、
個

人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
厳

格
な
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て

お
り
、
調
査
票
へ
の
記
入
内
容

は
厳
重
に
守
ら
れ
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
総
務
部 

総
務
課☎

81
―

２
１
１
１

③　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
説
明
書

　

こ
れ
ら
の
書
類
は
、
大
切
に

保
管
し
ま
し
ょ
う
。

 

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
申
請

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
希
望
す

る
場
合
は
、
次
の
ど
ち
ら
か
の

方
法
で
申
請
し
ま
す
。

①　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請

　
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

　

ご
本
人
の
顔
写
真
を
貼
付
の

　

う
え
、
返
信
用
封
筒
に
入
れ

　
て
郵
送
す
る
。

②　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
顔
写

　
真
を
撮
影
し
、
所
定
の
フ
ォ
ー

　

ム
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
申
請

　
す
る
。

　

そ
の
他
の
方
法
も
、
現
在
検

討
中
で
す
。

 
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
受
け
取
る

　

平
成
28
年
１
月
以
降
、「
交
付

通
知
書
」
が
お
手
元
に
届
き
次

第
、
ご
本
人
が
市
町
村
の
窓
口

で
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
際

は
、
手
数
料
は
か
か
り
ま
せ
ん

が
、
次
の
書
類
が
必
要
で
す
。

①　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知

　
カ
ー
ド

②　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付

　

準
備
が
で
き
た
こ
と
を
お
知

　
ら
せ
す
る
「
交
付
通
知
書
」

今
年
度
か
ら
見
直
さ
れ

た
老
人
福
祉
事
業
等

◆
介
護
用
品
給
付
券

　
交
付
事
業

　
改
正
前 

月
額
３
５
０
０
円

　
改
正
後 

月
額
５
０
０
０
円

◆
要
介
護
高
齢
者
等

　
介
護
者
手
当
支
給
事
業

　

在
宅
の
高
齢
者
を
介
護
し

て
い
る
同
居
の
家
族
に
加

え
、
通
い
で
介
護
し
て
い
る

親
族
も
支
給
対
象
と
し
ま

す
。

◆
地
域
包
括
ケ
ア
の
中
心
的

役
割
を
果
た
す
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
職
員
を
２
名
増

員●
問
い
合
わ
せ

　
保
健
福
祉
部 

介
護
福
祉
課

☎
82
―

１
１
１
５

　
ま
た
は
各
行
政
局 

市
民
課

 

個
人
番
号
カ
ー
ド

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
と
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し
た
書
類

の
提
出
や
、
身
分
証
明
書
を
必

要
と
す
る
手
続
き
、
各
種
電
子

申
請
の
際
に
利
用
す
る
カ
ー
ド

で
す
。
所
得
情
報
や
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
性
の
高
い
個
人
情
報
は
記

載
さ
れ
ま
せ
ん
。
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ

が
搭
載
さ
れ
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
市
民
部 

市
民
課

 
 
 
 
 
 

(
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ー

１
１
１
２

③　

運
転
免
許
証
な
ど
本
人
を

　
確
認
で
き
る
書
類

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
受
け
取

る
際
は
、
パ
ス
ワ
ー
ド
を
設
定

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

◆
通
知
カ
ー
ド
と

　
個
人
番
号
カ
ー
ド

 

通
知
カ
ー
ド

　

通
知
カ
ー
ド
と
は
、
市
役
所

な
ど
の
手
続
き
で
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
確
認
す
る
際
に
使
用
し

ま
す
。
氏
名
、
住
所
、
性
別
、

生
年
月
日
な
ど
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
通
知
を
確
実
に
受
け
取
る
た

め
、
住
民
票
の
住
所
を
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

 

書
留
の
中
身
を
確
認

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
は
、

簡
易
書
留
で
届
き
ま
す
。
次
の

３
つ
の
が
同
封
さ
れ
て
い
る
か

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

①　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
「
通
知

　
カ
ー
ド
」

②　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
申

　
請
書
と
返
信
用
封
筒

特
集
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

　
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に

第
２
回　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
受
け
取
り
と
活
用

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

　
受
け
取
る
手
順

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
平
成
27

年
10
月
以
降
に
通
知
さ
れ
ま
す
。

次
の
こ
と
を
確
認
し
て
確
実
に

受
け
取
り
、
有
効
に
利
用
し
ま

し
ょ
う
。

 

住
所
を
確
認

　
原
則
と
し
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

は
住
民
票
の
世
帯
ご
と
に
郵
送

で
通
知
さ
れ
ま
す
。
現
在
お
住

ま
い
の
居
所
と
住
民
票
の
住
所

が
異
な
る
場
合
、
確
実
に
受
け

　
平
成
27
年
10
月
か
ら
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
（
社
会
保
障
・

税
番
号
制
度
）」
が
始
ま
り
ま
す
。

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
最
近
よ
く
耳
に

し
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
、
先
月
号
か
ら
９

月
号
ま
で
の
３
回
に
分
け
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
解
説

し
ま
す
。

　

次
回
の
テ
ー
マ
は
、「
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
安
全
・
安
心
の
仕

組
み
と
今
後
の
予
定
」
で
す
。

カードの
種類

通知
カード

個人番号
カード

保有者 該当する
すべての人 希望者

交付方法 自宅へ郵送 窓 口 で 本 人 確
認、直接交付

有効期限 なし あり

IC チップ なし あり

記録
される
情報

●氏　名
●住　所
●生年月日
●性　別
●個人番号
を券面に記録

●氏　名
●住　所
●生年月日
●性　別
●個人番号
●カードの
　有効期限
●顔写真
を券面・IC に記
録

〈カードの比較〉

敬
老
祝
金
の
支
給
内
容
が
変
わ
り
ま
す

　
市
で
は
、
長
く
地
域
社
会
の
発
展
に
尽
く
し
て
こ
ら
れ
た

高
齢
者
の
方
々
を
敬
愛
し
、
そ
の
長
寿
を
お
祝
い
す
る
た
め
、

敬
老
祝
金
を
お
贈
り
し
て
い
ま
す
が
、
少
子
化
に
伴
う
生
産

年
齢
人
口
の
減
少
や
、
地
方
交
付
税
な
ど
の
収
入
財
源
が
厳

し
く
な
る
な
ど
の
財
政
状
況
を
見
据
え
て
、
敬
老
祝
金
の
支

給
内
容
を
改
定
し
ま
す
。

　
な
お
、
縮
減
さ
れ
た
財
源
は
、
支
援
を
必
要
と
す
る
高
齢

者
や
そ
の
家
族
へ
の
支
援
、
元
気
な
高
齢
者
の
活
動
へ
の
サ

ポ
ー
ト
な
ど
に
充
て
、
老
人
福
祉
事
業
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

　
市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

〈平成 26 年度まで〉
満 74 歳から満 84 歳未満の方
満 84 歳以上の方

5 千円
1万円

改定前

〈平成 27・28 年度〉
満 74 歳から満 84 歳未満の方
満 84 歳以上の方

3 千円
5千円

〈平成 29 年度から〉
満 74 歳の方
満 79 歳の方
満 87 歳の方

1 万円
2万円
3万円

改定後

※対象者は、9 月 15 日にご健在で、かつ引き続き満 1 年以上
市に住所を有している高齢者です。

平
成
27
年
国
勢
調
査
の
お
知
ら
せ

　

国
勢
調
査
は
、
日
本
の
人
口

や
世
帯
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
、
国
の
最
も
重
要
な
統
計
調

査
で
す
。
調
査
結
果
は
、
様
々

な
法
令
に
利
用
さ
れ
る
ほ
か
、

社
会
福
祉
、
雇
用
政
策
、
生
活

環
境
の
整
備
、
防
災
対
策
な
ど
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
の
た
め
に
役

立
て
ら
れ
ま
す
。

　

９
月
上
旬
か
ら
、
統
計
調
査

員
が
市
内
の
全
世
帯
を
訪
問
し

ま
す
の
で
、
調
査
へ
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

今
回
の
調
査
で
は
、
国
民
の

負
担
軽
減
・
利
便
性
向
上
を
図

る
た
め
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
回
答
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

◆
調
査
の
期
日

　

平
27
成
年
10
月
１
日
現
在
で

実
施
し
ま
す
。

◆
調
査
の
対
象

　

日
本
国
内
に
住
ん
で
い
る
す

べ
て
の
人
（
外
国
人
を
含
む
）

お
よ
び
世
帯
が
対
象
と
な
り
ま

す
。
住
民
票
の
届
出
に
関
係
な

く
、
普
段
住
ん
で
い
る
市
町
村


